
警報発令時と地震発⽣時のレッスンについて 

対象の警報発令時・地震発⽣時のレッスンについて、⽣徒様の安全を第⼀に考え、下記の対応とさせていたただきま
す。  

【警報発令時】 
河内⻑野市において、気象庁より発表される 
・暴⾵警報 
・暴⾵雪警報 
・各種特別警報 
が⼀つでも発令された場合、下記の対応とさせていただきます。 
※上記以外の警報・注意報の場合は原則としてレッスンを実施いたします。 
 
●状況と対応 
・8:00 時点で警報が発令されている場合→午前〜14:00 のレッスンを休講といたします 
・12:00 時点で警報が発令されている場合→14:00 以降のレッスンを休講といたします 
・レッスン中に警報が発令された場合→状況を判断してレッスンを休講とし、安全を確認したうえで帰宅対応といた
します。 
・河内⻑野市以外で警報が発令されている場合→原則としてレッスンを実施いたします。ただし状況を判断し休講と
する場合がごさい゙ます。 
 
※上記時刻以降でも警報が発令された場合には休講を決定する場合がございます。その場合も対象の⽣徒様へはメー
ル等にてお知らせをさせていただきます。 
 ※上記時刻以降で警報が解除された場合でも、その⽇のレッスンは休講とさせていただきます。  
※天候や交通機関の影響により、上記対応が変更となる場合の休講につきましてもメール等にてお知らせをさせてい
ただきます。 
 
【地震発⽣時】 
 
●状況と対応 
・河内⻑野市において、震度 5 強以上の地震が発⽣した場合→発⽣した当⽇全てのレッスンを休講といたします。 
・レッスン中に震度 5 強以上の地震が発⽣した場合→直ちにレッスンを休講し、安全を確認したうえて帰゙宅対応 
といたします。 
 
※震度 5 弱以下の地震発⽣時は原則としてレッスンを実施いたしますが、状況を判断し休講とする場合がこざ゙いま
す。  
 
 
 
●振替等の対応について 
上記、休講になった場合の振替等の対応につきましては改めてご相談の上で決定いたします。 


